
 

 

○宇陀市契約規則の一部改正について 

（入札者が 2者未満となった場合における入札中止の改正） 

 

1.改正内容 

  全ての一般競争入札について、2者未満の中止要件を付さない。 

  ※指名競争入札については、従来どおり 2者未満は中止となります。 

 

2.適用日 

  平成 27年 6月 25日以降に公告を行う案件から適用します。 

 

○問い合わせ先 

 宇陀市総務部管財課 

  TEL 0745-82-3632 IP 0745-88-9084 

  FAX 0745-82-3900 

  E-mail kanzai@city.uda.lg.jp 

 


